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「議会の役割・しくみ等」の概要 

 

１ 議会の役割は？ 

  私たちの階上町を元気で住みよいまちにしていくことは、町民の共通した

願いです。そのためには、町民の皆さん一人ひとりが十分に話し合い、それ

を実行していくことが大切になります。しかし、そのために町民全員が集ま

って議論を深めていくことは、現実的ではありません。そこで、町民が公選

した議員によって組織され、町民の意思を代表・決定する合議制の機関とし

て議会があります。 

 

  議会は、私たちの住む階上町をよりよい町にするため、消防・防災や教

育、福祉、まちづくりなどの重要な町政の課題を議論し、町民の意見や提言

等を町政に反映する役割を果たしています。 

  また、執行機関が町民の意思を反映した行政を行っているかを監視すると

ともに、予算や条例などの議案を審議するなど、町民の代表として町の意思

を決定します。町長はそれに従って事務事業を進めます。 

 

  議会が議決機関と呼ばれるのに対し、議会の議決に基づき事務事業を進め

るのが町長や行政委員会（教育委員会など）で、これを執行機関といいま

す。両者は独立した対等の立場にあり、よく「車の両輪」に例えられ、互い

を尊重しあいながら、対等な立場に立って考えを出し合い、相談しながらよ

りよい階上町をつくるために努力しています。 
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２ 町議会のしくみは？ 

  階上町議会は、現在１４名の町議会議員によって構成され、議長と副議長

の運営のもと、年４回の定例会と臨時会を開催し、その都度本会議等で審議

を行っています。 

  階上町議会には議会運営委員会、常任委員会があり、議員はいずれかの常

任委員会に所属しています。 

 

 

 【 階上町議会の組織 】 
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 ⑴ 町議会議員 

   議員定数は、条例により１４人としています。 

   議員の任期は４年と定められており、現在の議員の任期は令和５年４月

３０日から令和９年４月２９日までとなります。 

 ⑵ 議長と副議長 

   議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。 

   議長は、議場の秩序を維持し、議事を整理して会議を円滑に進めたり、

議会の事務を処理したりします。また、議会の代表者としていろいろな会

議に出席したり、他の機関と協議したりします。副議長は、議長が欠けた

ときや、病気や出張などで不在のときに議長の代わりを務めます。 

 ⑶ 定例会と臨時会 

   議会には定例会と臨時会があり、町長が招集します。 

   定例会は、３月、６月、９月、１２月の年４回開かれ、臨時会は必要に

応じて開かれます。定例会や臨時会には一定の期間（会期）が定められ、

その期間中に本会議等を開いて、条例や予算等の議案を審議します。 

   本会議は議員全員で構成され、議会の最終的な意思を決める会議です。

また、提案された議案の審議や、町政全般についての質問や意見を述べる

のもこの会議です。 

 ⑷ 委員会 

  ア 議会運営委員会（委員定数４名） 

    議会運営委員会は、議会が円滑に運営できるよう会議の進め方などの

話し合いを行っています。 

  イ 常任委員会 

    常任委員会は、本会議で付託された議案や請願などを審査するほか、

所管する町政について審査又は調査を行います。 

   (ｱ)  総務財政常任委員会（委員定数５名） 

      町行政一般（他の委員会所管事項を除く。）に関する事項並びに

町財政一般に関する事項について審査又は調査します。 

   (ｲ)  教育民生常任委員会（委員定数５名） 

      町教育の振興に関する事項並びに保健、社会福祉に関する事項に

ついて審査又は調査します。 

   (ｳ)  産業建設常任委員会（委員定数４名） 

      町産業振興、土木及び建設行政一般に関する事項について審査又

は調査します。 

  ウ 特別委員会 

    特別委員会は、特定の問題について調査・研究することを目的とし

て、必要に応じて議会の議決で設置します。 
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３ 町議会の仕事は？ 

  議会には、住民の代表として十分な活動ができるよう議決権や調査権など

多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて主に次のような仕

事をしています。 

 ⑴ 条例の議決や予算決定など、町の仕事を進めていくために必要な決定を

行っています。その主なものは次のとおりです。 

  ア 町の条例を定めたり、改正したりすること。 

  イ 町の予算を決定し、決算を認定すること。 

  ウ 町の税金、使用料、手数料などを定めること。 

  エ 重要な契約の締結や財産の取得又は処分に同意すること。 

  オ 副町長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。 

 ⑵ 議会が決定したとおりに、町政が正しく行われているか町の仕事の調査

をしたり、監査を求めたりします。また、必要に応じて、関係者に出席い

ただき、調査や意見を聞いたりすることもできます。 

 ⑶ 町民や団体等から提出された請願・陳情の受理・審査をし、必要と認め

るものについては、これを採択し、必要に応じて町長などに送付してその

実現を求めます。 

 ⑷ 町政の発展や住民福祉の向上につながることについて、国や県などの関

係機関に意見書を提出したり、国政や社会問題などについて議会の意思を

明らかにするため、決議を行ったりします。 
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４ 予算や条例は、どのようにして決まる？ 

  予算や条例は定例会や臨時会において、本会議等で審査され決定されま

す。 

 ◇ 本会議 

   本会議は全議員で構成する会議のことで、議会の権限に関する全ての意

思決定 

を行っています。本会議は主に以下の順序で行われます。 

   ・開    会 議長が宣告します。 

   ・議 案 提 出 議案は町長提出のものと議員提出のものがあります。 

   ・提案理由説明 提案者が議案の内容を説明します。 

 

 

   ・質問、質疑、討論：議員が町の仕事について質問したり、議案に対し

ての質疑や賛成、反対の意見を述べます。 

   ・採      決：議案について、賛成か反対かを出席議員の過半数

で決めます。 

   ・閉      会：全ての議案の採決が終われば閉会となります。採

決の結果は町長へ通知され、町長等はこれに基づ

いて仕事を進めます。 
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５ 町議会のことを知るには？ 

  階上町議会のことを町民の皆様に、よりよく知っていただくために、様々

な取組を行っています。 

 

 ⑴ 傍聴制度 

   本会議は、所定の手続によりどなたでも傍聴できます。 

  ア 傍聴席定員：一般席２４席、報道関係者席２席 

  イ 傍 聴 手 続：会議当日に傍聴席入口で、傍聴人受付票に①住所、②氏

名を記入し傍聴人受付箱に投函後、先着順に議場内の傍

聴席で傍聴できます。 

  ウ 議 会 中 継：役場庁舎１階及び２階において、議会本会議のライブ中

継をモニターにより御覧いただけます。 

 

 ⑵ 町議会からのお知らせ 

  ア 町議会だより 

   (ｱ) 発行回数 定例会ごとに年４回発行 

   (ｲ) 発行部数 Ａ４版２色刷り ４,４００部（令和８年度） 

 

 ⑶ 情報公開 

   階上町ホームページの「階上町議会」から、次のことが御覧いただけま

す。 

  ア 議会の概要 

  イ 議会定例会・臨時会日程 

  ウ 議案 

  エ 議会審議結果 

  オ 議会会議録 

  カ 議会だより 

  キ 傍聴 

  ク 請願・陳情 

  ケ 議会活動 

  コ 議長交際費の公表 

  サ パブリックコメント（意見公募） 

  シ 議員の請負状況の公表 

  ス 個人情報の保護に関する条例の施行状況の公表 
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「階上町
はしかみちょう

議会」の概要 

 

１ 階上町議会の沿革 

  当町は、明治２２年市町村制施行により旧８か村を合併して階上村とな

り、昭和５５年５月１日に、町制施行により階上町となりました。 

  議会においては、平成１７年３月定例会で、次の一般選挙から議員定数を

１８人から１４人とする「階上町議会の議員の定数を定める条例」が一部改

正され、平成１９年４月３０日からの任期となる議員定数が１４名となり、

現在に至っています。 

 

２ 町議会議員数（令和８年４月１日現在） 

条例定数 現議員定数内訳 現議員任期 

１４人 

現在数 欠員数 令和５年４月３０日 

～ 

令和９年４月２９日 
１４人 ０人 

 

３ 所属党派別議員数（令和８年４月１日現在） 

区  分 無 所 属 そ の 他 計 

男 １４人 ０人 １４人 

女 ０人 ０人 ０人 

計 １４人 ０人 １４人 

 

４ 年齢別議員数（令和８年４月１日現在） 

年齢 
30～ 

39 歳 

40～ 

49 歳 

50～ 

59 歳 

60～ 

69 歳 

70～ 

79 歳 

平均 

年齢 

最年少 

年 齢 

最年長 

年 齢 

人数 ０人 1 人 ０人 ４人 ９人 70.4 歳 42 歳 78 歳 
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５ 在職年数別議員数（令和８年４月１日現在） 

年数 4 年未満 
4 年以上 

8 年未満 

8 年以上

12 年未満 

12 年以上 

16 年未満 

16 年以上

20 年未満 

20 年以上

24 年未満 
計 

男 5 人 2 人 3 人 1 人 3 人 0 人 １４人 

女 － － － － － － － 

計 5 人 2 人 3 人 1 人 3 人 0 人 １４人 

 

６ 職業別議員数（令和８年４月１日現在） 

区分 農業 漁業 
会社 

役員 

会社 

員 

行政 

書士 

技術 

サー

ビス

業 

不動 

産業 
無職 計 

男 ３人 １人 １人 １人 １人 １人 １人 ５人 １４ 

女 － － － － － － － － － 

計 ３人 １人 １人 １人 １人 １人 １人 ５人 １４ 

 

７ 正・副議長、委員会（令和８年４月１日現在） 

区   分 定   数 氏 名（委員会は委員長） 

議 長 － 長 根 岩 夫 

副議長 － 森   榮 吉 

議会運営委員会 ４人 大 江 和 夫 

総務財政常任委員会 ５人 上 道 二三男 

教育民生常任委員会 ５人 下 沢 育 男 

産業建設常任委員会 ４人 小 坂 正 年 
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８ 町議会議員名簿 

階上町議会議員名簿 定数 14 人  ◎：委 員 長 ○：副委員長 

（議 席 順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈令和６年５月１２日 現在〉  
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９ 議員報酬・費用弁償 

区   分 金   額 備   考 

報 
 

酬 

議   長 ２８４，０００円  

副 議 長 ２４１，０００円  

議   員 ２２６，０００円  

期 
 

末 

６月 １７２.５/１００ 
・H31 年～ 

・手当加算率２０％ 

１２月 １７２.５/１００ 
・H31 年～ 

・手当加算率２０％ 

計 ３４５.０/１００  

費 用 弁 償 
議会（本会議、委員会

等）の会議は支給なし。 
 

 

 

１０ 特別職給与 

区   分 金   額 備   考 

給 
 

与 

町   長 ７６８，０００円 10％減額 691,200 円 

副 町 長 ６０９，０００円 10％減額 548,100 円 

教 育 長 ５６１，０００円 10％減額 504,900 円 

期 
 

末 

６月 １７２.５/１００ 
・H31 年～ 

・手当加算率２０％ 

１２月 １７２.５/１００ 
・H31 年～ 

・手当加算率２０％ 

計 ３４５.０/１００  
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１１ 議会広報 

区  分 内   容 備     考 

予  算 1,356,000 円（R8 当初） 予算は 4,400 部を想定。 

形  式 単独発行・公報型 A４版、12 ページ 

発行回数 
年 ４ 回 

(H22.6～、H23.6～単独) 
５・８・１１・２月 

配  布 全 世 帯 
R7 年：4,400 部（町内会加入以外は、
公共施設、コンビニ等から持ち帰り） 

編  集 
一般質問と議案質疑は、
議員が原稿作成。それ以
外は事務局作成。 

任意の議会だより編集委員会を組織。 
委員は３人で、発行月ごとに変わる。 
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１２ 令和８年度予算の状況 

  ⑴ 一般会計当初予算                （単位：千円）  

歳   入 歳   出 

款 予算額 款 予算額 

 1.町 税 1,067,301  1.議 会 費 86,157 

 2.地 方 譲 与 税 81,926  2.総 務 費 1,482,047 

 3.利 子 割 交 付 金 500  3.民 生 費 1,978,445 

 4.配 当 割 交 付 金 2,000  4.衛 生 費 405,952 

 5.株式等譲渡所得割交付金 500  5.労 働 費 1 

 6.法 人 事 業 税 交 付 金 10,000  6.農林水産業費 242,768 

 7.地 方 消 費 税 交 付 金 287,000  7.商 工 費 65,338 

 8.ゴルフ場利用税交付金 8,000  8.土 木 費 796,174 

 9.環 境 性 能 割 交 付 金 1  9.消 防 費 48,954 

10.地 方 特 例 交 付 金 20,000 10.教 育 費 815,905 

11.地 方 交 付 税 2,386,000 11.災 害 復 旧 費 70 

12.交通安全対策特別交付金 900 12.公 債 費 481,100 

13.分 担 金 及 び 負 担 金 277 13.諸 支 出 金 4,989 

14.使 用 料 及 び 手 数 料 22,485 14.予 備 費 42,100 

15.国 庫 支 出 金 967,478   

16.県 支 出 金 582,025   

17.財 産 収 入 5,843   

18.寄 附 金 15,000   

19.繰 入 金 510,521   

20.繰 越 金 10,000   

21.諸 収 入 79,743   

22.町 債 392,500   

歳 入 合 計 6,450,000 歳 出 合 計 6,450,000 
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  ⑵ 特別会計当初予算                （単位：千円）  

会 計 区 分 予  算  額 備   考 

国民健康保険 1,441,943   

介 護 保 険 1,407,143   

後期高齢者医療 206,509   

 

  ⑶ 下水道事業会計                 （単位：千円）  

区 分 予  算  額 備   考 

収益的収入 238,198   

収益的支出 306,447   

資本的収入 202,908   

資本的支出 222,683   
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  ⑷ 議会費当初予算                 （単位：千円）  

節 予 算 額 備   考 

 1.報 酬 38,844  議員報酬 

 2.給 料 9,700  職員給料 

 3.職 員 手 当 等 20,769  議員期末手当、職員各種手当 

 4.共 済 費 12,941  議員共済会、職員共済組合 

 7.報 償 費 39  謝礼金 

 8.旅 費 329  費用弁償、普通旅費 

 9.交 際 費 244  議長交際費 

10.需 用 費 1,819  消耗品費、食糧費、印刷製本費 

13.使 用 料 及 び 賃 借 料 20  自動車借上料 

18.負担金補助及び交付金 1,452  県町村議会議長会負担金他 

計 86,157   

 

 

１３ 議会事務局 

区  分 人  数 備   考 

職  員  専任２人 監査委員事務局を兼務 

会計年度任用職員    １人  
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１４ 歴代議長 

歴代 氏   名 在 任 期 間 

初代 根 岸  清 人 昭和 22 年 5 月  ～昭和 26 年 4 月 29 日 

２ 上 野  安太郎 昭和 26 年 5 月 7 日～昭和 30 年 4 月 29 日 

３ 桑 原  一 郎 昭和 30 年 5 月 10 日～昭和 34 年 4 月 29 日 

４ 松 倉  耕 造 昭和 34 年 5 月 18 日～昭和 38 年 4 月 29 日 

５ 中 田  時 安 昭和 38 年 5 月 15 日～昭和 42 年 4 月 29 日 

６ 大 江  八 郎 昭和 42 年 5 月 12 日～昭和 46 年 4 月 29 日 

７ 上 野  正 藏 昭和 46 年 5 月 6 日～昭和 58 年 3 月 29 日 

８ 坂 本  清之助 昭和 58 年 5 月 9 日～昭和 62 年 9 月 15 日 

９ 荒 谷  剛 生 昭和 62 年 10 月 1 日～平成 2 年 7 月 23 日 

10 野 沢  和 也 平成 2 年 7 月 23 日～平成 3 年 4 月 29 日 

11 宗 前  勝 雄 平成 3 年 5 月 10 日～平成 7 年 4 月 29 日 

12 前 田  常 男 平成 7 年 5 月 17 日～平成 11 年 4 月 29 日 

13 荒 道  鶴 造 平成 11 年 5 月 14 日～平成 15 年 4 月 29 日 

14 桑 原  一 夫 平成 15 年 5 月 6 日～平成 19 年 4 月 29 日 

15 松 森    嵩 平成 19 年 5 月 11 日～平成 23 年 4 月 29 日 

16 木 村  勝 彦 平成 23 年 5 月 12 日～平成 27 年 4 月 29 日 

17 山 田  惠 治 平成 27 年 5 月 11 日～平成 31 年 4 月 29 日 

18 林      貢 令和元年 5 月 13 日～令和 4 年 3 月 16 日 

19 百目木  和 俊 令和 4 年 3 月 16 日～令和 5 年 4 月 29 日 

２０ 長 根  岩 夫 令和 5 年 5 月 12 日～現在 
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１５ 歴代副議長 

歴代 氏   名 在 任 期 間 

初代 盛    常 丸 昭和 22 年 5 月    ～昭和 26 年 4 月 29 日 

２ 桑 原  一 郎 昭和 26 年 5 月 7 日～昭和 30 年 4 月 29 日 

３ 大 江  八 郎 昭和 30 年 5 月 10 日～昭和 34 年 4 月 29 日 

４ 北 城  善 衛 昭和 34 年 5 月 18 日～昭和 38 年 4 月 29 日 

５ 小 松    清 昭和 38 年 5 月 15 日～昭和 42 年 4 月 29 日 

６ 正部家  淑 郎 昭和 42 年 5 月 12 日～昭和 46 年 4 月 29 日 

７ 柳 沢  与兵衛 昭和 46 年 5 月 6 日～昭和 50 年 4 月 29 日 

８ 荻ノ沢 助右衛門 昭和 50 年 5 月 8 日～昭和 54 年 4 月 29 日 

９ 大 前  武 雄 昭和 54 年 5 月 1 日～昭和 58 年 4 月 29 日 

10 下 野  岩 男 昭和 58 年 5 月 9 日～昭和 62 年 4 月 29 日 

11 浜 谷  照 雄 昭和 62 年 5 月 23 日～昭和 62 年 9 月 12 日 

12 荒 谷  剛 生 昭和 62 年 9 月 16 日～昭和 62 年 9 月 30 日 

13 金 沢  啓 一 昭和 62 年 10 月 1 日～平成 3 年 4 月 29 日 

14 山 田  昭 治 平成 3 年 5 月 10 日～平成 7 年 4 月 29 日 

15 浜 谷  豊 美 平成 7 年 5 月 17 日～平成 11 年 4 月 29 日 

16 平 戸  茂 雄 平成 11 年 5 月 14 日～平成 15 年 4 月 29 日 

17 畑 中  弘 實 平成 15 年 5 月 6 日～平成 19 年 4 月 29 日 

18 土 橋  信 夫 平成 19 年 5 月 11 日～平成 23 年 4 月 29 日 

19 加 藤    祐 平成 23 年 5 月 12 日～平成 27 年 4 月 29 日 

20 畑 中  弘 實 平成 27 年 5 月 11 日～平成 31 年 4 月 29 日 

21 松 尾  國 治 令和元年 5 月 13 日～令和 5 年 4 月 29 日 

22 森    榮 吉 令和 5 年 5 月 12 日～現在 
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